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「国 民 主 権」論 の 検 討(1)

渡　 辺　 良　 二

は　じ　め　に

　 主権の問題は,憲 法学にとって最も重要な根本問題の一つである。にもかか

わらず戦後の憲法学においては,そ のもつ重要性にふさわしい議論の対象には

なっていなかったようにおもわれる。戦後の主権論に関する論争としては,敗

戦直後の天皇制 と国民主権をめ ぐる,佐 々木一和辻,宮 沢一尾高 のいわゆる

「国体論争」がみられるのみで,以 後は憲法に定着した一応の民主主義的構造

をもつ国民ないし人民主権を,問 われることのない前提 とした主権論が通説と

なっていったといってよい。

　 しかし最近の 「社会科学の憲法学」の領域のなかから,い くつかの注目すべ

き主権論が発表 されている。

　それはまず第一に,1971年 に出版された杉原教授の「国民主権の研究」(岩 波

書店)に み られる主権論であ り,第 二に,樋 口教授の論文集 「近代立憲主義と

現代国家」(1973年,勁 草書房)に 収め られた主権に関するいくつかの論文であ

り,第 三には,影 山教授の論文集 「憲法の基礎理論」(1975年,勁 草書房)に おけ

る主権論,で ある。樋口,影 山両教授の諸論文は,杉 原教授の著書の出版 と相

前後してお り,1970年 の公法学会においても主権論の報告をこの三教授が担当
　 　
した。

　これら三教授の主権論は,明 確な問題意識と社会科学に韮く憲法史の認識に

基 くものであり,主 権論を研究するものにとってこれらの理論の検討はさける

ことのできない課題であるといってよいであろ う。

(1)公 法研 究33号,布 斐 閣,1971年 。
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　本稿は,そ のような意味でこれ らの主権論の検討を試みようとするものであ

るが,こ こでは,こ れらの理論の全面的な評価をおこな うことよりもむ しろ,

主権の研究を志す ものとしてこの検討のなかで今後の研究課題を明かにすると

い う点にポイン トをおいてのべてい くことにする。

　　一　三教授の問題提起について

ilす でにのべたように戦後憲法学における主権論の出発点は,敗 戦によるい

わゆる 「神勅主権」に うらうちされた絶対主義的な天皇制の崩壊,日 本国憲法

における象徴天皇制の採用と国民主権の確立という転換を反映 した佐々木一和

辻,宮 沢一尾高の四教授による国体論争であった。 この国体論争が現在にいた

るまで主権論に関する唯一の論争てあ り,ま た同時に戦後の憲法学にとっても

文字通 りの意味における論争としてもほとんど唯一のものであることは周知の
　 　 　 　 　 　 　
ことがらである。

　論争についてはすでに多くの紹介,評 価がなされているのでここでは簡単に

ふれるにとどめるが,佐 々木一和辻論争では二つの 「論体」概念が問題 となっ

た。佐々木教授によれば,そ れは 「政治の様式よりみた国体」 と 「精神の面に

着眼した国体」である。和辻教授は,こ の前者の 「国体」の変更は承認 しなが

ら,夫 皇の伝統的な意義を 「日本ピープルは言語や歴史や風習やその他一切の

文化活動において一つの文化共同体を形成してきた。 このような文化共同体 と

しての国民或いは民衆の統一,そ れを天皇が象徴するのである。 日本の歴史を

貫いて存する尊皇の伝統は,こ のような統一の自覚にほかならない」とい う,

「政治的統一」 とはことなる 「文化的統一」に求める。すなわち佐々木教授の

②　国体論争には,す でに多 くの論評がある。た とえば,大 須賀明 「戦前の憲法論争の
ド歴史的役割 と限界

」鈴 木編 「日本の憲 法学」評論社,1973年,所 収,杉 原泰雄 「戦後

　憲法論争史一政治機構関係」公法研究31号,有 斐閣.1969年,影 山 日出弥 「論争憲法.

　学,主 権論,法 律時報41巻5号,1969年(影 山 「憲 法の基礎理論」99頁 以下に収録)

　等がある。本文の論争 の紹介 も,い ちいち引用を示 さないが,こ れ らの論文を参照 し

　た。
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後者の 「国体」である。そしてこの後者 の意味での国体は,新 憲法が天皇を

「国民統合の象徴」と規定することによって維持 され,天 皇の本質的意義はか

わってはいないとする(た だし教授は結果的には,こ の意味での 「国体」の不

変更を媒介として 「統治権の総攬 という事態においても根本的な変更はない」

とする)。これに対し佐々木教授は,天 皇 が象徴であるとい うことは天皇が統

治権の総攬者であることを意味するものではな く,「 万世一系の天皇が,万 世

一系であるということを根底として統治権の総攬者である」 という 「政治の様

式 より見た国体」概念に該当する事実は,日 本国憲法一条により国民主権に変

更した,と する。

　 しかしここでの引用ですでに明かなように両者の問題 とした.「国体」はそれ

ぞれ次元を異にしてお り,佐 々木一和江論争は 「すれ違いの論争」でしかなか

ったのである。

　 次に宮沢一尾高論争では,尾 高教授の 「ノモス主権」が論争点 となる。尾高

教授の 「ノモス」 とは 「人間共同生活の根本の正 しい あり方」 であり,こ の

「ノモスこそ(地 上の世界での最高の権力者である)王 の上にある王であ り,

神々に対 してすら王として君臨する。法は,地 上 の権力者に よって勝手気ま

まに作 られるものであってはならない。王が法を意のままに作るのではな く,

王といえども法の理念に したがってその権力 を行使すべきである。故に国家

における最高 の権威を もつ ものをr主 権』 と名づけるならば,王 が主権者で

あるのではな くて,主 権は ノモスにこそある」。教授はこの 「ノモス主権」論

を展開するとともに天皇主権 と国民主権の意味を相対比する。すなわち,国 民

主権ないし 「国民の総意」は決して現実の権力意思ではな く,「すべての権力

意思の上にあって,す べての現実の政治を規制するところの 『常に正しい立法

意思の理念』」である。 また天皇主権も 「天皇が 現実の政治の上で常に最高の

決定権をもっておられたとい うことでは く,… …現実の政治はすべ2P常 に正・

しい大御心』 に適 うもので なければならない,と い う理念」であり,「 それ

は,天 皇とい う具象の形に結びつけて考えられてはいても,実 は永遠に変るべ

か らざる法の正しさへの志念であり,rノ モス主権』の民族的把握の仕方に外
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ならなかった」 のである。 このように国民主権が 「常に正しい立法意思の理

念」であ.り,天 皇統治がFrノ モス主権』の民族的把握の仕方」であるならば,

それ らは 「政治の理念の表現として根底において深 く相通ずるものをもってい

る。」その差は,同 旨の理念(す なわち 「ノモス」)の 表現の仕方の差異にす ぎ

ない,と する。さらに教授は,主 権とい う言葉の うえでも二つの主権者の意味

を相対化する。すなわち,主 権とは,現 実の最高の権力,力 ではなく,「 具体

的なノモスをば,す なわち具体的な国法の内容をば 『人類普遍の原理』たるノ

モスの根本理念にしたがって決定して行 くべ きところの,最 も重大なr責 任』

である。」

・このような主権の意味の相対化が理論的に成 り立ち うるかどうかは宮沢教授

が鋭 く批判するところであるが,い ずれにせよ結局のところ尾高教授の 「ノモ

ス主権」論は,教 授 自身のべているように 「主権否定論であり,主 権抹殺論」

にほかならなか った。

　 このよ うな尾高教授の主権の相対化ないし抹殺論に対して,宮 沢教授は鋭 ぐ

批判する。宮沢教授の問題とする主権は,'「 政治のあ り方を最終的に決定する

意志である。 しか も,そ れは,単 に抽象的な内容をもった意志であってはなら

ない。具体的な内容をもった意志でなくてはならない。意志は,主 体をもたな

くてはならない。 しかも具体的な内容をもった意志の主体は,つ ねに具体的な

人間でな くてはならない。 したがって,こ こにい う主権主体は,具 体的な人間

でな くてはならない。」この意味での主権 の主体については,原 則的には君主

と国民が問題とな:る。すなわち君主主権 と国民主権である。このように主権の

主体は人間でな くてはならないのに人間以外のものを主権の主体とする 「ノモ

ス主権」論は,「問題を回避あるいは延期することに役立つだけである。」政治

が ノモスに従って行われなければならないとしても,問 題は 「ノモスの具体的,

な内容を最終的に きめるのは誰か⊥ とい うことであ り,ま た主権を 「責任」

といいかえても同じことである。結局,「 ノモス主権」論は,「主権論として,

とりわけ,君 主主権と国民主権との対立を克服する主権理論 として成立しえな

い」,そ して 日本国憲法 の採用 した天皇制に即していえば,そ れは,「 なによ
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'り「
,新 憲法の定める国民主権と天皇制とを調和させることを目的とするもので

あ り,そ れは,た1と えてい うな らば,国 民主権の採用一それは,必 然的に天皇

主権の否定である」に よって天皇制に与えられた致命的ともい1うべ き傷 を包

み,、できるだけそれに昔ながらの外観を与えようとするホウタイ の役割を演じ

ようとするものである」と結論づける。

　 おおむねこのように要約される国体論争では,宮 沢教授等の 「国体変更」論

が勝利を占めたといら'てよい。この論争め全体的な評価を下す ことは本稿の課

題ではないが,論 争後の 「残された課題」 としては,す でた多 くの論者が指摘

しているように次の二つをあげることができるだろう。その一つは,日 本国憲

法の採用 した象徴天皇制と国民主権とのかかわりであり,も う一つは,国 民主

権 自体の問題である。

　 第一の問題については,た しかに論争では佐々木教授の層「政治の様式よ'り見

たる国体」の次元では 「国体」は変更したこと,ま たその次元では国民主権と

天皇主権 とは両立しえないことは,佐 々木,宮 沢両教授の立場によって明らか

になった とはいえ,「 精神の面より観たる国体」の次元でとらえられる天皇制
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

と国民主権とが どのようにかかわるのか,そ れは 「原理的に矛盾」するのか,

あるいは何 らかのかたちで両立しうるのかは明らかにぽなっていない。むしろ

論争において最も徹底した国民主権論を主張した宮沢教授も,「 私は,決 して

現在,天 皇制を廃正すべきものと考えて いるわけではな:い。 反対に,新 憲法

の定める天皇制には,賛 意を表しているものである。た澄尾高教授がノモス主

権論によってそれに与え亡いるような理由づけには,賛 成しかねるとい うだけ

であ署」 とい うみであるから,論 争当事者すべてが,`「 天皇制肯定とい う点で

は瀦 同=の 盤 のうえにた。てい署」『艇 あり,「 国体変更」論においても

象徴夫皇制と国民主権ぽ矛盾しないと考えられていたといってよいのである。

しかし,現 在においても象徴天皇制の現実的機能は全 ぐ非政治的なものとな

(3)影 山前掲論文(「憲 法の基礎理論」115頁)。

(4)宮 沢俊義 「国民主権 と天皇制」 「憲法の原理」岩波書店,1967年,317頁 。

(5)大 須賀前掲論文148頁 。
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っ ているとはいいえない以上∴杉原教授の指摘するように,そ のような天皇制

を支えてい'る「伝統的精神的国体の論理構造の解明およびその歴史的社会的な
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ごの

基礎と機能の社会科学的1経 験科学的解明が不可欠」であ り,そ れが国民主

権とどのようなかかわ りをもつのかの検討は欠かすことができないと考えられ

るo

　 第二の,国 民主権 自体の問題は次のようなものである。
"L論 争で尾高教授の 「ノモス主権」論を抵判した宮沢教授の主権概念は

,「 政

治のあ り方を最終的に決定する意志」とい うものである。そしてその意志は,

「具体的な内容をもった意志」でなければならず,し たがってまたその主体 も

「具体的な人間」でなくてはならない。このような主権は,「『国家における最

高の意志』といってもいいし,　『最高の権力』といってもいい……あるいは,

シェィエス流にr憲 法制定権力』といっていいかもしれない。国家法人説流の

言葉でいえば 『国家意志を構成する最高の原動力たる機関意志』である。」

　 問題は,こ の よう・な主権は,「 ひとつの建前である。あるいに理念であるζ

いってもよかろう。それは政治を現実に動かす力を意味するのではない。(君

主主権の国でも)現 実に政治を動かすものは,金 持であった り,軍 人であった

りゼまた,・ときには大衆であったりしよう。…(し かし)そ うした政治の現実
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
の原動力は,こ こにい う主権ではない」としている点である。

　 このような宮沢教授の主権論に対し,た とえば杉原教授は,宮 沢教授が主権

主体を、「具体的な内容をもった意志」を表明しうる 「具体的な人間」でなけれ

ばならず,ま た主権を国家法人説流に 「国家意志を構成す る最高の原動力たる

機関意志」 と表現している点に注目し,そ れが国民主権を具体的存在たる人民

(具体的には普通選挙権者の総体)に 主権を帰属させる民主主義的原理と理解

させ る結果 となっているとする6そ してこのような国民主権の理解が最近にい

踊 るまで.「市民憲法」 が普通選挙権す らみ とめていなかったな どの 「市民憲

法」の 「法的事実」と矛盾していること,ま た理論的にも 「ブルジョア的支配

(6)杉 原前掲論文62頁 。

(7)宮 沢前掲論文285-6頁 。
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関係」を法的に保障した 「市民憲法」の主権原理のあり方と矛盾するのではな
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ゆ
いか;と いう問題を提起する。また影山教授は,宮 沢教授が主権を 「建前」な

いし 「理念」の次元で把握していることが 「和江 ・尾高の天皇制不変論を痛撃

しえない結果を招来した」とし,　「『統治権』　(権力)と 『主権』　(正当性)∫

r国家主権』LP国 民主権』との分離」の克服によって主権の 「一定の実体あ
　 　 　 　 　 ゆ
る概念の再構成」を主権論の課題 として提起する。

　 このような国体論争の総括を通じて両教授は後にのべるような主権論を展開

するのであるが,'こ の宮沢教授の主権論に対するそれぞれの批判点の相違は両

者の問題視角,方 法の違いの一端を示しているといらてよい。しかしここでの

問題はその相違にあるのではない,む しろその相違にもかかわらず両者の批判

の根底に存在する宮沢教授(な いし杉原教授のい う 「通説的主権論」)の もつ

問題である。すなわちそれは,主 権を 「憲法制定権力」あるいは 「国家意志を

構成する最高の原動力たる機関意思」と理解するかは別として,い ずれにせよ

「国民が主権者である」とい う憲法上の原理と 「現実 の権力関係」,宮 沢教授

め表現をか りれば 「政治の現実の原動力」の所在との乖離ないし矛盾の問題を

どのようにと'らえるかとい う問題である。 この問題について宮沢教授の主権論

は解答を与えていな、・。とい うよりこの問題を主権を 「建前」,「理念」とする

ことによって回避しているのである。この点が杉原,影 山両教授の問題提起の

出発点である。杉原教授は,国 民主権が具体的な人間たる国民 『(人民)に 「政

治のあ り方を最終的に決定させる意志」を帰属さぜなが らなぜ現実に政治を動

かすものが 「金持であっ'たり「,軍人であった り」するのか(宮 沢教授はこの例

を君主主権についているので あるが事情は国民主権についても同 じ『ことであ

る)と いう疑問を提出しているのであ り,影 山教授の場合,そ うであるとすれ

ば,国 民が文字通 りの意味で主権者となるうえで(つ ま り 「政治の現実の原動

力」 となる一宮沢教授の用語法とは ことなる'が),'主権概念が・どのようないみ

をもち うるのか またいかなる概念構成が必要とされるかを問題畢起しているわ

(8)杉 原泰雄 「国民主権の研究」　 (以下杉原 「研究」 と略す)9頁 以下。:

(9)影 山前掲書116頁 。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 P
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けである。たしかに杉原教授が指摘するように,主権を君主主権と国民主権の対

抗においてのみとちえるならば,日 本国憲法における国民主権の採用によって

問題は解決されており,国 民主権の採用が天皇主権(君 主主権)の 否定である

ことを明らかにすればそれで足 りるとい うことになるかもしれない6噛、しかしそ

の由民主権の下で 「政治の現実の原動力」が国民の一部にす ぎない金持 と軍人

によってのみ担われているとすれば,『それはむしろ国民主権 という原理そのも

のの存在理由が問われているといってよい。憲法上の国民主権の採用と現実の

権力関係の矛盾をどのようにとらえるのか,ま たそ うであるとすれば国民主権

とい うことは,現 実の国家権力の担手となっていない国民にとっていかなる意

義をもつのか,と いった問題がつきつめて考えられるべ きであろう。それなし

には主権論の発展はあ りえないのでは ないか。 また 国体論争 の 「残された課

題」の第一にあげた国民主権 と象徴天皇制とのかかわ りの問題も根本的にはこ

のような問題の検討のなかで解決されるべきものであろ う。憲法の条文上から

のみいえば天皇は政治的権限を一切 もたないはずのものであ り,そ の限 りでは

国民主権とは矛盾するものではない,と い う立場もな りたち うるであろう。 し

かし問題は,国 民主権の運用の現実面における象徴天皇制の役割なのであり,

それは国民主権下における現実の権力関係のなかに位置づけられて分析されね

ばな らないのである。

　いずれにせよこのような問題は国体論争の過程では解決されず,現 在にいた

るまでなお'「残された課題」 として存在しているといわなければならない。そ

してこの問題に正面か らとり組み,主 権論に関する鋭い問題提起をおこなって
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

いるめが,本 稿でとりあげる三教授の主権論なのである。

⑩ 　もちろん この間主権に関する議論が全 くなか ったわけではない。た とえば,中 村哲

　 「主権」法学理論篇41,日 本評論社,1952年,長 谷川正安 「マル クス主義国家理論に

　 おける主権につ いて」思想,1954年10月 号,長 谷川 「国家の 自衛権 と国民の自衛権 と

　 国民 の自衛横」勁草書房,1970年 所収。また野村敬造 「国民主権 と代表の原理」,「現

　代 法と国家」岩波書店,1965年 所収な どがある。その他個別 の思想家の主構論の分析

　 も多 くあ ることは当然である。 ただ し野村論文 は,「 現代において,主 権概念は単な

　 る正 当性の意味 をもつだけでな く,そ の権力性を も回復 し,市 民は憲法の条文の上だ
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2　 それでは三教授の問題提起はどのようなものであろうか,そ の結論部分の
　 　 　 　 　 　 　 　 　 ゆ

みを簡単にのべてみよう。

　杉原教授は,「 市民憲法」に おける主権原理が民主的 な構造を もつとする

「通説的見解」は,実 際には 非民主的な構造しかもちえない ・「市民憲法」の

現実をおいかくす 「体制 イデオロギー」 としての機能を果すことになるとす

る。このような 「蓮説的見解」に対して 「実在す る国民主権の科学概念の解明」
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
を憲法学の基本課題 として提起する。このような 「イデオロギー」観は,1い う

までもな く周知の宮沢教授の戦前の論文 「国民代表の概念」における'一「イデオ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
ロギー批判」 の立場に基いている。 このような 通説批判 から出発して教授は

「市民憲法」の主権原理の構造の分析にすすむわけであるが,そ の内容は次の

ようなものである。

　(1)　 「市民憲法」の主権原理は 「ブルジョワジーに 『支配階級』としての地
　 　 　 　 　 　 　

位を法的に保障」するものであ り,そ の構造はそもそも現実に存在する国民

(杉原教授の表現でいえばr人 民」=普 通選挙権者)を 法的にも主権者 として
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

位置づけない非民主的なものである。そしてこのような 「国民主権」は 「デモ

　 けで主権を有 してい るのではな く,市 民が現実に政治上の決定権を握 り、,政治権力を

　 行使するル ソー的人民主権 の原理に著 しく接近 した といい うる」(前 掲204頁)と い う

　 認識に基いてい る。

(ω　なお,三 教授 の 論文は 次の ようなもので あ る。 杉原教授は,前 掲 「国民主権の研

　 究」1971年,「7ラ ンス革命 と国民主権」,公 法研究33号,有 輩閣,1971年,「 国民主

　 権 と人民主権」世界,1972年6月 号(以 下 「杉原,世 界論 文」 と略す。樋 口教授は,

　 公法研究33号 の 「『国民主権』 と 『直接民主主義』」　 (同氏の論文集 「近代書窓主義 と

　現代 国家」勁草書房,1973年,所 収一以下引用 はこの'論文集に よる)。 影山教授は,

　 前掲論文の他 「憲法 の基礎理論」所収の 「46年憲法の原点 と現点」現 代法ジャ一字ル

　 1972年8月 一1973年4月,中 「主権の原理」であ る。以下 の引用はすべ て 「憲法の基

　礎理論」に よる。

⑫ 　杉原 「研究 」35頁 。

⑬ 　宮沢前掲書185頁 。

㈹ 　杉原 「世界」論文43頁 。

a5)杉 原 「フ ランス革命 と国民主権」公法研究33号,41-2頁 。
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クラシーとの関係に:おいては歴史的使命を終えづっある」。

　(2)　この 「国民主権」は具体的存在たる 「人民」を法的にも主権者としてい

ないのであるか ら,「 人民」にとっては,そ れを媒介にして法的にも現実の う

えでも主権者となることは不可能である。 「人民」はこの 「国民主権」'とはこ

9となる
,「 人民」自身を主権者としまたそれにふさわしい民主主義的な国権行

使の制度をもつルソー以来の 「人民主権」の実現こそが,「現代憲法史の基本課
　 　 　 　 　

題」である。

　て3).、「人民主権」の実現にいたるまでの 「過渡的な対応措置」が現代におい

て必要である。1それは一つには,直 接民主制 の採用であ'り,よ り重要なこと

は,1政 党の得票率と議席率の乖離の克服など普通選挙制度の徹底である。この

ような 「過渡的な対応措置」 は 「人民主権への第一歩 としての意味を もち う
　

る」』ド ・

　 これに対 し樋 口教授は,杉 原教授と同じく宮沢教授の 「イデオロギー批判」
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

をその方法上の基礎 としなが らも,そ の分析の結果は杉原教授とことなる。す

なわち,

　 (1)近 代立憲主義に基 く主権原理は,具 体的な国民をすでに法的には主権者

としそおり,ま たその 「国民=peuple自 身 の意思による国政決定 とい う意味
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

での直接民主主義的要因は,原 理的に肯定され」る。そしてこの 「人民主権」

は,`]唱フランス第三共和制期な どの 「近代立憲主義の確立期」に定着する。

　 ②　 しかしこの 「人民主権」 の確立 の段階以降になると,「 人民主権」 は
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　コ　　　　　　　　　　　　

「さまざまの統治機構 と統治 と理念となりうるかわ りに,ま さしくイデオロギ

rと してもはたらくことになる。」特に 「近代立憲主義の現代的変容期」には,

主権の発動としてめ人民投票による多数決などによって,実 定法秩序の破壊を

'

⑯　杉 原 「世界」論 文,62頁 。

働 同前。

⑱ 　同前,63頁 。

⑲　樋 口前掲書287頁 。

⑳　以下樋 口教授 の理論は,同 前287頁 以下 による』
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正当化するという 「現代に特徴的な法イデオロギー」が出現するζとになる。

　 (3)こ のような 「人民主権」やそれに基 く直接民主主義の諸制度のイデオロ

ギー的機能をみ.る時,「 国家権力にとって他者」の存在たる国民の側からすれ

ば,解 釈論,立 法論 とい う実践の場面では 「国民主権」 とい う観念は使用すべ

.きではない。　　　　　　　　.　　 .　　　　　　 、,　1,

・樋口教授の問題提起はこのようなものてある。

　 最後に影山教授であるが,教 授は 「国民主権」の現状についての樋口教授の

認識は承認しつつ,そ の うえで国民が現実に主権者となるうえで憲法にかかげ

る主権原理がいかなる意義をもち うるか,を 問題とずる。すなわち 「主権の主

体に国家権力が帰属 していないがゆえに,主 権の再規定された主体に国家権力

・が帰属すべきであるとい う要請が四六年憲法の枠内でどこま』で現実性をもちう

るか,い かなる前提があれば現実化の方向を確認できるかを提起し,検 討する

こと」を課題 とする。そして,憲 法史の総括の うえに次の諸点を指摘する。

　 (1)四 六年憲法の主権原理は,「 可能なかぎり多数の市民が可能なかぎり直

接に国家権力を行使する」「直接民主主義」と結びつ く 「具体的国民主権」(ク

レベクー樋 口教授の 「人民主権」に相当するといえる)で あることは 「うたが

いようがないこと」である。 この 「具体的国民主権」か ら尊びさ出されるこ

とは,① 主権主体は 「有権者」(日本国憲法の場合20才 以上の男女すべて)で あ

る,② 「民主主義㊧統治方法の手続」,「人民意志 の民主的決定手続」が保障

され,ま た表現の自由その他の政治的自由の基本権の十分 な保障がなければ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　

ならない,③ 「人民代表機関=議 会に権力が集中するような:議会制度の確立」,

である。 これ ら三点は,す べてが現実 に実現されているとはいえないが 「具

体的国民主権」　 (=「人民主権」)か ら導びき出される 「ミニマムな要請」であ

る。

　②　しかし,こ のような 「人民主権」が単に 「正当性という観念の形態だけ

の帰属にとどまらない意味をもちうるためには」,「社会構成の観点か ら把握さ

⑳　以下,影 山教授の理論 は前掲F'133頁 一144頁 。
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れる 『人民』(=「 支配階層をのぞ く国民の部分」)の組織的運動形態を媒介に

する 『人民』の政治的主体形成が基礎にな らなければならない。」 このような

時 「四六年憲法の場合には……現実の国家権力の帰属主体による政治支配に対

抗する原理 として 『人民主権』を規定することができる。」

　 ここでは,杉 原,樋 口両教授とはことな り現代憲法の主権原理について 「政

治支配に対抗する原理」 としての積極的な意義づけが与え られているのであ

る。

　 このような三教授の問題提起は当然のことなが らそのポイン トのおき方はこ

となっている。しかし,それぞれの理論は,国 体論争における 「残された課題」,

すなわち 「国民が主権者である」とい う憲法上の建前 と現実 との矛盾,乖 離の

問題を,主 権はまさに建前の問題であるとして棚上げすることなく直視 して主

権論を構成しようとす る場合,当 然尊びき出され うる態度であるといってよい

であろう。また同時にこの問題を 「国家権力にとって他者」の存在である国民

の側か ら分析している点でも共通しているといってよい。

　 ととろでこれらの理論を検討しようとする場合,問 題がある。たしかに三教

授の理論は,そ の基本的な出発点は共通す るものをもっているとはいえ,そ れ

ぞれの具体的な問題意識,視 点,そ れに基く認識は当然のことなが らことなつ
　 い　 レ　ロ

ている。したがってそれぞれの問題意識な りその依って立つ立場自体をまず問

題にするという檎討の方法も考えられないわけではないが,そ れはこの場合困

難でもあ りゴまた本稿の趣旨か らいっても必ずしも生産的ではないように思わ

れる0・たとえば,躰 鴎 法のかカ、げる主権胆 が国民にとって・・かなる臓

をもつのかとい う問題以前に,す でにその主権原理の理解が三教授ではことな

.っているのである。

　 したがって本稿では,三 教授 の問題意識,視 点の違いを念頭におきながら

も,そ れぞれの理論を主権に関する憲法学の認識のレヴェルで検討することに

する。そしてそこでの理論の相違点,そ の根拠,方 法上の問題点を可能な限 り

ほりさげて検討することによって本稿の課題を果す こととしたい。
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二　資本主義憲法における主権原理について

　憲法史の問題として三教授の理論の違いは,す でに明らかなように贅本主義

憲法の主権原理のあり方についてである。すなわち,杉 原教授は,そ れを 「国

民=nation主 権」とするのに対し,樋 口,影 山両教授は,19世 紀は 「国民主

権」であったが(樋 口教授は 「近代立憲主義の確立期」以降)す くなくとも現

代では 「人民=peuple主 権」とする。より正確には(そ れぞれの 「国民主権」,

「人民主権」の理論がことなっているので),杉 原教授が,現 実に存在する国

民た る 「人民(=普 通選挙権者の総体)」 を法的 にも主権者 と位置づけない,

非民主的な構造を もつ 主権原理 とし,樋 口,影 山両教授 は,主 権者たる 「人

民」 自身による国政決定の諸制度をみとめる原理である,と する点である。 し

たがってこの点に関する理論展開の分析から姉めることにしよう。　　 ,

1,杉 原教授の理論

　日(1)教 授は,憲 法史のなかに認識しうる 「国民主権」,「人民主権」の;つ

の主権原理を,ま ずフランス革命期における1791年 憲法と1793年 憲法から析出

する。い うまでもな く1791年憲法が 「国民主権」であ り,1793年 憲法が 「人民

主権」である。　 (革命期における経過の分析ははぶ くが)こ の うち立法過程に

選挙民の参加を承認するなど直接民主主義的諸制度をもつ1793年 憲法の主権原

理は,当 時におけるブルジョアジーとはその利害を異にしていた 「民案」4「要

求を反映したものであって 「ブルジョワ的支配関係の樹立」を課題とした 「市

民革命」においては本来定着しえないものであった。「ブルジ ョワ的支配関係」

の確保という点からすれば,1791年 憲法の主権原理こそが 「市民憲法」の主権

原理としてふさわしいものであった,と する。

　そして教授は,こ の1791年 憲法の分析から尊びき出された 「国民主権」の構

造について,主 権の不可分性,不 可譲性など6点 にわた.って指摘 しているが・

そのポイン トは,主 権の主体たる 「国民」が 「国籍保持者の集合体」　(カ レ・

⑳ 　革命期の分析は杉原 「研究」203-294頁 。

㈱ 　杉原 「研究」294-314頁 。
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ドウ ・マルベール)か,「 特定の時点における有権者のみではなく,過 去およ

び将来の世代をも包含するもの」(ヴ デル)で あるかは別 として,い ずれにせ

よ具体的な意志をもった存在ではな く・,また現実には存在 しない抽象的存在で

あること,②:こ のような主権主体 は主権を 自ら行使することが.できないか

ら,こ の抽象的 「国民」 にかわって主権を行使するものが 「国民代表」であ

る,と いうととである。'この 「国民代表」は,「 法的には,(Dそ れ自体では意

欲することも行動することもできない団体のために意欲し,行 動し,㈹ 法令等

の定める範囲内で外部の訓令から独立して当該団体め意思を形成,表 示,執 行

し,㈹ しかも,'それ自体としては団体と異なる法人格をもたず,団 体のなかに

包合されそれと一体化して同一の法人格を形成する」,と い う「国民の機関」で
　 　　　

ある。しかもこの 「国民代表」は,通 常用いられているように民選の議会のみ

をさすのでもな く,ま た国家機関一般をいうので もない。それは,「 特に憲法

の範囲内で,他 の諸機関から独立した地位にありr国 民』のために一般的かつ

最高の国民意思を表明することのできる機関を指す」。

　この二点についてぽ,次 の点に注意しておかなければならない。

　第一に,抽 象的存在たる 「国民」のみが主権主体とな りうるのであって,具

体的存在たる 「人民」は主権主体 とはなりえないこと,第 二に,「 国民代表」

概念は,誰 が 「「国民代表」であるかを特定せず,そ れは 「国民の名において憲

法が定める」。したがって 「国民主権」たとつ「ては,』「国民代表」概念が主権者

たる 「国民」と主権の現実的行使者を媒介するとい う論理構造 自体が意味をも

つこと,第 三た,し たがってこの 「国民代表」概念は,「 国民代表」たる議会

と選挙民との関係においてのみ用い られているわけではないから,普 通選挙権

に基 く選挙人を「国民代表」として「一般意志」の表明に参加 させ ること,つ まり

人民投票などの直接民主主義の諸制度を設けることは可能で ある,す なわち

「国民代表」 と直接民主主義は矛盾するものではないこと,の 三点である。
"ごみよう1な「国民主権」の論理構造が

,以 後の憲法史における主権原理の展

⑳　 「国民代表」概念については同前314頁 以下。

㈱ 　この点の分析は前掲328頁 以下。
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開を 「国民主権」の展開過程として一貫して説明することを可能にしていると

いってよい。

　 (2)こ の 「国民主権」が,革 命以後現代にいたるまで'「市民憲法」の主権原

理 とされるのであるが,問 題は,特 に現代に轟いては,普 通選挙権の承認,政

党を媒介とする議会 と議会外の選挙人の結びつきの 「強化」,人 民投票の採用

等々,い わゆる 「直接民主主義的傾向」,「半代表」などといわれている現象が

出現していることである。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 この点教授の理解はどうか。 まず 教授の 「国民主権」 の論理槽渾 か.らすれ

ば,こ れ らの 傾 向 は,「 国 民 主 権 」 の 枠 内 で 説 明 し う る こ とはす で にの べ た が,'

歴史的には,「 人民」を主権者 とする,民 衆の要求である 「人吊主権」諦g展

開によって規定された 「国民主権」の自己展開一具体的には 「国民主権の具体 ・

的表明形態=国 民代表制」の類型の展開として現象する一と説明されるδすな

わちこの類型の展開は,社 会経済的条件の変化一原始的蓄積の本格化段階 ・産

業資本主義段階,独 占資本主義段階,国 家独占資本主義段階一 に対応 してい

る。最初の原書 ・産業資本主義の段階は 「純代表」であるが,あ との二つの段

階はそれぞれ 「半代表制」,「半直接制」である。特に 「半直接制」の段階で

は,「 議会,代 議士が事実上人民 ・選挙人団の意思に拘束される傾向が…一段

と強化される(「半代表制」期に比べて一渡辺)傾 向」がみ られ,ま た 「例外

的に直接民主制が採用されている」のである。

　 このような意味において教授 も 「直接民主主義的傾向」を承認するのである

が,そ れが 「人民主権」への移行を意味しな:いのは,そ めような傾向にもかか

わ らず,な お議会と選挙民とのつなが りについていえばr9法 上は人民か らφ

独立を保障された議会が原則として一般意思の決定を担当しそいる」、し,宜 接

駐 蟻 の制度もあくまでもそ組 「例外的」であり・しか煉 れは π民草

による政治』の手段として機能するために必要な制度的保障が憲法上整備され

ていない」ためにむしろ権力の個人へめ集中を可能セピする 「プレζ遊ジト」と

⑫O杉 原 「世界」論文54頁 以下。
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して機 能しているか らである。要するに,現 代憲 法においても国権 行使のあ

り方は原則として非民主的な構造をもっているのであ り,そ れは国民のなかの

少数者にすぎない カ レジョワジーの軍配者として9地 位を確保する 「市民憲

法」ρ奉賃の当然の帰結なのである。

　 (3}耳793年 憲法に部分的に採用された 「人耶主権」は,そ の理論をルソーの

,「社会契約論」に負っており,革 命時における 「民衆」の要求であった。.そし

てそれはいうまでなく具体的存在たる 「人民」自身を主権者 とし, 、r人民」 自

身による立法(一 般意思の形成)が 不可避的に要請 される(具 体的には,選 挙

属の 「受任考」#る 議員に対する 「命令的委任」や 「人民」による 「直接靖求

(と りわけ人民発案)の 制度を条件 とした,人 民による最終承認の制度つまり

人民投票の制度など」)。

　 この 「人民主権」は,そ の後の資本主義の展開にともなって,革命時の 「『民

衆』の後裔」としての労働者階級がその新しい担い手として登場す る。そして

,「国民主権」の対抗的原理 として 「政治権力の民主化」.と 「経済権力の民主

化」を要求するに至っている。

　(⇒(1)教 授のこのような 「国民主権」の把握は,端 的にいえばr人 民」自身

が国政決定をなしうるような構造をもたない非民主的なものである,と い うこ

匂『?き ると野 っても.よいoLか しそ与.であるが故にまさにこの点に教授ρ主

権論の最大の問題があるといえるのである。それは第一に,「 国民主権」の非

民主的内容に関してであ り,第 二に,よ り根本的な問題 であるが,「市民憲法」

の主権原理の問題を,「 ブルジョワ的支配関係」の少数支配とい』う本質規定の

みで分析することが妥当かどうか とい う問題である。前者については疑問の提

出を,後 者については杉原教授の理論のみならず三教授全体にかかわることで

あ り,全 体的な検討は後にゆずるとしてここでは杉原教授の理論展開における

問題 とその方法上の根拠についてのみIDべ てお くことにしよう』

　まず第一の点であるが,杉 原教授の 「国民主権」の構造は一応すでにのべた

ように要約しうるのであるが,よ り厳密に考えれば次のような問題がある。

　たしかに教授の 「国民主権」の構造分析の対象であるフランス革命期の1791
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年憲法は,国 民主権 とはいえ非民主的な構造を もっていた。 そこでぽ国王も

「国民代表」として,行 政権を担当す るばか りか,停 止的拒否権をもって立法

作用に関与しえた。 また議会 自身,納 税額による受動的市民と積極市民の区別

に基 く厳しい制限選挙によって選出され,も ちろん命令的委任は禁じられてい

た。しかし教授の析出した 「国民主権」の構造はそのようなもめではなく,主

権者たる 「国民」が抽象的存在であり現実には存在せず,現 実の 「人民」　(='

普通選挙権者の総体)は 主権者ではないこと,主 権の具体的な行使は 「国民の

名において憲法が定める」 「国民代表」が担当するとい う論理構造である。こ

のような 「国民主権」の構造は,　「人民」を主権者とせず,ま た 「人民」 自身

の直接的意志表示や共和制という統治形態を論理的必然的なものとして予定し

ないとい う 「人民主権」排除 とい う意味で非民主的な構造を当時はもっていた

といえる。 しか し他面 この 「国民主権」は樋口教授の 「国民主権」とはことな

り,直 接民主主義的要因を排除しないのであ り,現 に現代憲法では 「半直接

制」といわれる現象が存在している。たしかた人民投票がプレビジット的機能

を果 していることは問題であるが,「 人民」が 「主催者」 と'して意思表示をす

るのか 「国民代表」 としてそ うするのかにどれだけの違いがあるのかは疑問と

せざるをえないのである。

　要するに教授の 「国民主権」の構造自体はその国権行使のあ り方自体につい

ては何も語っていないのである。 とすればそれが 「ブルジョワジーに 『支配階

級』としての地位を法的に保障」しているというのはどのような意味あいにお

いてかがあらためて問題とされざるをえない。

　第一点についての疑問はおおむねこのようなものである。

　第二点の問題は,第 一の 「国民主権」の非民主的性格がどのような問題をも

つにせよ,そ れとは区別して論 じられなければならない。　「国民主権」の構造

が どうあれ,　「ブルジョワ的支配関係」の本質が少数による支配であることは

否定しようのないことだか らである。

　問題はこうである。　「国民主権」の構造が杉原教授がのべるように非民主的

な』ものであるにしてもなお,そ れは 「国民主権」,す なわち 「国民が主権者で
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ある」 という多数支配の外見をもっているのである。 このように本質は少数支

配にもかかわらず多数支配の外見をもつところにその特質があるのであって,

その両者の矛盾,『緊張関係を全体としてとらえることが必要なのではないか,

とい うことである。少数支配とい う本質規定のみからいえば,君 主制 も含めて

近代以前の国家はすべてそ うであった,と いってもよいのであって,そ れ自身

では 「市民憲法」 の構造的特質は明かになるのであろうか,と いうことであ

る。この点樋口教授はむしろ逆であって,「 国民ないし人民主権」 という多数

支配の外見を徹底的に 「イデオロギー」 的な もの として,そ の 「イデオロギ

ー」性をもって主権を概念構成しているのである。

　 この問題の全体的な検討は後述するとして,こ こでは,杉 原教授のこのよう

な理論構成の前提が,　 「イデオロギー批判」の方法の杉原教授なりの適用にあ

ること,そ して 次のような 「市民憲法」理解がある ことだけを指摘しておこ

う。　 (なおその他,　 「国民代表」概念の相違など多 くの論点が存在するが,そ

れは上にのべたような基本問題の検討ののちに検討する。)

　教授は,宮 沢教授等の 「通説的見解」に対する批判を総括して,次 のように

のべる。

　 「そのように(「 通説的見解」の示す ような一渡辺)民 主的な原理が,何 故

r市民革命』=ブ ルジョワ革命で成立し,r市 民社会』=ブ ルジョワ社会にお

ける権力原理として 『市民憲法』=ブ ルジョワ憲法に定着 しえたのかというこ

とも問題 となる。ブルジョワ的な所有関係の樹立を日的として行われた とい う

市民革命の歴史的特性と,そ こにおいてそのような超 ブルジョワ的な民主的主

権原理が成立した とすることとの間にみられる矛盾の問題であり,ブ ルジョワ

的な所有体制を保障している市民憲法規定とそのような超 ブルジョワ的な民主

的主権原理の保障との間に存在する矛盾の問題である。'

　二股に市民憲法は,財 産権を含めて経済的 自由権を中核 とする人権保障体系

をもち,そ れによってブルジョワ的私有財産制=資 本主義体制を保障し,ブ ル

ジョワジーに 『支配階級』としての地位を法的に保障 しているといおれる。だ

が一般的理解における 『国民主権』は明らかにそのような人権保障体系との整
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合性を欠 くことになる。そ こでは,ブ ルジョワ的私有財産制に本質的には批判

的な存在としての労働者階級をそのうちに含み,し かもそれが数の上で多数を

占めているようなr国 民』が国家意思の最底ないし最高の決定権者 とされてい

るからである。そのような理解によれば,国 民主権は,国 家権力が国民の多数

を占める労働者階級の意思によって内容を規定 され,ブ ルジョワ的私有財産制

に対する否定,批 判の手段として存在することを保障することにならざるをえ

ないはずである。」

⑳　杉原 「世界」論文43頁 。


